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司法院釈字第 603 号（2005 年 9 月 28 日）＊ 

争      点 
指紋押捺を国民身分証明カードの交付要件とする「戸籍法」第八条

第二、三項の規定は違憲か。 
（戶籍法第八條第二、三項捺指紋始核發身分證規定違憲？） 

キーワード 

指紋押捺（捺指紋）、ID カード（國民身分證）、戸籍法、プライバシ

ー（隱私權）、自主管理（自我決定） 

 
解釈文：人間の尊厳を守り、

自由な人格の発展を尊重すること

は、自由民主の憲政秩序の核心価

値である。プライバシーは、憲法

によって明確に規定された権利で

はないが、人間の尊厳の尊重・個

人の主体性の維持・人格の完全な

発展を配慮し、私生活に対する他

人の騒擾からの回避および個人的

情報の自主管理を保障するために

は、不可欠な基本権利であり、憲

法第二二条によって保障されてい

る（本院釈字第５８５号解釈参

照）。個人的情報の自主管理とい

 う情報プライバシーは、個人的情

報を明かすか否か、明かすとすれ

ば、いかなる範囲内で、いつ、ど

のように、誰にそれを明かすのか

という決定権、個人的情報の利用

に対する国民の知る権利と制御

権、および誤った情報の記載に対

する訂正権を保障することを意味

する。しかしながら、情報プライ

バシーに対する憲法の保障は、絶

対的なものではなく、憲法第二三

条の趣旨に即して国が明確な法律

の規定でそれを適切に制限するこ

とができる。 
   

 
 

 

＊翻訳者：陳洸岳 



中華民国（台湾）司法院大法官解釈集－人権編－ 462

指紋は重要な個人的情報であ

り、個人による指紋情報の自主管

理は情報プライバシーによって保

障される。また、国民身分証明カ

ードを交付するか否かは、国民の

基本権利の行使に直接的に影響を

及ぼす。「戸籍法」第八条第二項

によれば、「前項の規定に従って

国民身分証明カードの交付を申請

するときは、申請者が指紋を押捺

し、交付機関がそれを記録して保

管しなければならない。但し、申

請者が十四歳未満である場合、指

紋押捺をさせず、申請者が満十四

歳になったとき、改めて指紋押捺

をさせ、それを記録・保管しなけ

ればならない」。同条第三項は

「前項の規定に従って指紋押捺を

しない申請者には、国民身分証明

カードを交付しない」と定めてい

る。前記規定に従って指紋押捺を

しない者に国民身分証明カードを

交付しないことは、指紋押捺およ

び指紋の記録と保管を強制し、そ

れを国民身分証明カードを交付す

る要件とするにほかならない。そ

の目的の如何に関して、戸籍法に

明文の規定が欠如しているのは、

国民の情報プライバシーを保障す

 る憲法の趣旨に反するというべき

である。また、身分証明カードの

偽造防止、成りすまし受領や盗用

の防止、行き倒れ・認知症徘徊者

・氏名不明死亡者の身分確認など

の目的から考えても、指紋押捺と

いう方法は、損得の均衡性が保た

れておらず、行き過ぎであり、比

例原則にも反する。よって、指紋

押捺の強制および指紋の記録･保

存を国民身分証明カードの交付の

要件とする戸籍法第八条第二、三

項の規定は、憲法第二二、二三条

の趣旨に反し、本解釈が公布され

る日からその効力を失う。また、

戸籍法のその他の規定に基づく国

民身分証明カードの切り替え作業

が、予定通り続けられるのはいう

までもない。 
 
    特に重大な公の利益のため、

国民の指紋を大規模的に収集・記

録し、データーバンクを作ること

が必要である場合、国は収集の目

的を法律で明確に定めなければな

らない。しかも指紋の収集自体

は、重大な公の利益という目的の

達成と密接な必要性・関連性を有

し、明確な規定でその目的以外の
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使用を禁止しなければならない。

そして、国民の情報プライバシー

を保障する憲法の趣旨に符合させ

るために、主務機関は、そのとき

の科学技術に基づいて、情報の正

確さと安全性を確保できる方法を

用い、組織的にも方法的にも収集

した指紋のファイルを厳正な措置

で管理･保護しなければならな

い。 
 
    解釈理由書：本件は、中華民

国八六年（1997 年）公布･施行し

た「戸籍法」第八条が憲法第二

二、二三条に違反していることを

主張し、「司法院大法官審理案件

法」第五条第一項第三号により、

違憲審査および本件の解釈が出さ

れるまで戸籍法第八条の一時適用

停止の宣告を行うように、という

立法委員頼清徳ら八五人の申入れ

に対する解釈である。申入れ人に

よる仮処分の申入れに対して、本

院は、同九四年（2005 年）六月

一〇日釈字第 599 号解釈により戸

籍法第八条第二、三項の一時適用

停止を宣告し、同時に戸籍法第八

条第一項の一時適用停止の申入れ

を棄却した。そして、違憲審査の

 申入れについては、本院は、司法

院大法官審理案件法第一三条第一

項に従って、九四年六月三〇日、

七月一日に申入れ人の代表者・関

係省庁・有識経験者・民間団体な

どを召集し、本院で説明会を開い

た。さらに同年七月二七、二八日

憲法法廷における本件の審理をす

る際に、申入れ人の代表者・「行

政院」の代表者とそれぞれの訴訟

代理人による口頭弁論および鑑定

人による意見陳述が行われた。な

お、本件の違憲審査の範囲は、申

入れ人の申し出により、戸籍法第

八条第二、三項の規定が違憲か、

に縮減された。 
 
    本件の申入れ人の主張は次の

通りである： 
一、本件の申入れは、司法院大法

官審理案件法第五条第一項第

三号に基づくものでり、受理

されるべきである。 
二、一四歳以上の国民が身分証明

カードの交付を受領する際に

指紋押捺をしなければならな

いと定める戸籍法第八条第二

項は、人間の尊厳・人身の自

由・プライバシー・人格権・
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情報自主管理権といった国民

の基本権利を侵害し、比例原

則・保留原則・法律の明確性

とデュープロセス原則に違反

するため、違憲である。詳言

すれば、(一)指紋に関する情

報は、抽象的人格の一部を構

成するもので、保障されるべ

き人格権に属する。また、指

紋が個人の身分等を見分ける

属性を有するため、それを公

開し、または使用に提供した

りすることは、個人の自己決

定権に委ねられる事項であ

り、プライバシーと情報自主

管理権を保障する憲法に保護

されなければならない。 
 

戸籍法第八条第二項に基

づき、国民の指紋を強制的に

収集し、指紋のデータバンク

を作るのは、個人による人格

の自主形成という私生活の領

域に踏み入れ、国民の人格権

を侵害することになるのみで

はなく、国民による個人的情

報の自主管理権・プライバシ

ーを制限することにもなるの

である。(二)戸籍法第八条第

 二項が、一四歳以上の国民に

指紋押捺を強要する一方、指

紋を収集する目的を明文に定

めないのは、基本権を制限す

る法律が当該法律で明確にそ

の目的を示さなければならな

い、という原則に反してい

る。いわゆる「戸籍管理・身

分確認の増進」という立法目

的は、実質上の重要性に欠け

ているだけでなく、曖昧で抽

象的である。また、指紋押捺

を強要し、それを記録･保存

することによって、果たして

「内政部」のいう「身分の見

分け」、「身分の盗用防止」と

いう立法目的を達成できるか

否かは疑問であり、目的達成

のためにも侵害を最小限に抑

制していない。指紋押捺によ

り達成される利益とそれによ

りもたらされる被害とは、均

衡性を有せず、比例原則に反

する。(三)指紋押捺を国民に

強要し、それを記録･保存す

るのは、国民の権利に影響を

及ぼす重大な公権力の行為で

あり、それを法律で明確に定

めなければならない。ところ
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が、現行戸籍法第八条第二項

は、その立法目的も指紋押捺

の強要・指紋の記録と保存の

目的も明確性が欠如してい

る。また、戸籍法第八条第二

項は、満一四歳で初めて身分

証明カードの交付を申請する

国民に適用するとのみ定めて

いるのに、身分証明カードを

全面的に切り替える際に、満

一四歳のすべての国民に同規

定を適用するのは、法律保留

原則に反するのである。(四)
指紋押捺を強要することは、

その性質が強制処分の一種で

あるため、憲法第八条および

刑事訴訟に関する法律に基づ

いて初めてそれを行うことが

できるのである。これに対し

て、行政機関が事前に国民の

指紋に関する情報を収集･記

録しうるとする現行法は、デ

ュープロセス原則に反する。

（五）諸国の例をみると、指

紋を証明書類に結び付けるの

は、多くの場合身分や資格の

有無を確認するため、といっ

た特定の用途の証明に限られ

る。そして、国民の生物的特

 徴に関する情報を収集･使用

する国でも、集中型の生物的

特徴データバンクの設置に対

しては、否定的態度をとるの

が一般的である。現時点での

展開状況から言えば、生物的

特徴データバンクの使用は、

なお発展途上にあり、全面性

･普遍性・必然性のある国際

的な趨勢までにはなっていな

いのである。 
 

三、戸籍法第八条第三項は、不当

連結禁止原則・比例原則およ

び保護平等原則に反し、違憲

である。すなわち、(一)戸籍

法第八条第三項は、国民に指

紋押捺を強要することを身分

証明カードの交付の条件とし

ているのであるが、身分証明

カードと指紋の記録・保存と

は、実質的な関連性に欠けて

いる。指紋不押捺を身分証明

カードの交付を拒否する理由

とするのは、不当連結禁止原

則に反する。（二）国民に指

紋押捺を強制する手段の中に

は、身分証明カードの交付を

拒否するほど侵害程度の大き
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くない方法がある。指紋押捺

を身分証明カードの交付の条

件にすれば、国が求めようと

する利益とそれにより国民に

もらされた不利益との間に均

衡を失する。（三）身分を見

分ける識別する証明書類の交

付においては、憲法に許され

ない理由で一部の国民に身分

証明カードの交付を拒否する

のは、憲法における平等原則

に反する。 
 

    主務機関の「行政院」（内閣

に相当）は次のように主張する。

一、本件の申し入れは、「立法院」

（国会に相当）がその職権を

行使する際に憲法の適用、ま

たは法律の適用に憲法違反に

関する疑義のあるものではな

く、申し入れ要件を満たして

いないため、却下すべきであ

る。戸籍法は民国八六年

（1997 年）に施行され、そ

れを執行するのが行政機関の

職権であり、「立法委員」（国

会議員に相当）の職権と関わ

りがなく、立法委員の職権行

使に適用される法律でもない

 ゆえ、立法委員による本件違

憲審査の申し入れは合法性に

欠けている。 
 
二、戸籍法第八条第二項は、比例

原則・法律保留原則・明確性

原則には反していない。すな

わち、(一)指紋は、人格権・

プライバシー・情報自主決定

権により保護される個人情報

であり、国がそれを収集･利

用するのは、国民の重大な利

益にかかわり、しかも比例原

則に符合していれば、法律で

それを行うことができる。

(二)戸籍法第八条は、全国民

の指紋データバンクを建立す

ることにより、「個人の身分

の確認」、「徘徊者・行き倒れ

･認知症徘徊者・氏名不明死

亡者の身分の見分け」、身分

証明カードの盗用防止等を立

法目的としている。この意味

では、同規定は明確で重大な

公の利益にかかわる目的を有

する。（三）指紋は、人によ

って異なり、また一生変わら

ない特徴を有するため、身分

を見分ける有効な機能を発揮
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できるだけでなく、国民身分

証明カードの正確性を保つた

めに適当な手段でもある。他

の生物的特徴で見分ける方法

に比べて、指紋採集は経済的

で信頼性のある安全な方法で

あり、侵害をより低い程度に

止めうる有効な方法でもあ

る。かような立法は弱い立場

にある国民に対する保障、社

会秩序の維持といった重要な

立法利益に繋がり、これによ

り引き起こされるかもしれな

い侵害に比較すれば、比例原

則に反するとはいえない。

（四）指紋押捺を身分証明カ

ードの交付要件とするのは、

戸籍法第八条に明文に定めら

れており、法律保留原則の要

請に符合している。また同規

定の文言は特に難解なもので

はなく、規制される者もそれ

を予見することができて、司

法による事後的判断でもそれ

を確認することができる。さ

らに、指紋に関する情報の利

用･管理は、「電脳処理個人資

料保護法」（電子計算機によ

る個人情報の取り扱いの保護

 に関する法律）に規定されて

いる。よって、係争規定は法

律明確性原則に符合してい

る。（五）指紋押捺は世論の

多数で賛同されている。詳言

すれば、「行政院研考会」、

TVBS 世論調査センターおよ

び「内政部」はそれぞれ民国

九〇年（2001 年）、同九一

年、同九二年に世論調査を行

っていた。調査結果によれ

ば、八割の被調査者が身分証

明書の交付を受ける際の指紋

押捺に賛成している。また各

国の状況を見ると、国民全員

の指紋押捺を要求する国もあ

れば、外国人にのみ指紋押捺

を要求する国もある。但し、

いずれにせよ、個人の身分の

真実性を把握し、身分を見分

ける正確性を強化するため

に、個人の生物的特徴を用い

てそれを記録･保存するの

は、諸国共通の趨勢である。

なお、国連の国際民間航空機

関（ I C A O）の加盟国の中

で、四〇余りの国は、2006
年までにその国のパスポート

にマイクロチップを付けて、
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それに指紋・掌紋・顔面また

は眼球虹彩膜等といった個人

身分を見分ける生物的特徴の

情報を入れよとしている。こ

れをみて分かるように、身分

を見分けるために個人の生物

的特徴に関する情報の記録･

保存を受け入れる国や個人は

増える一方で、これが国際的

な趨勢になっているのは明ら

かである。 
 
三、以下の理由により、戸籍法第

八条第三項は憲法に反してい

ない。（一）指紋押捺が国民

の身分を証明する実質的な意

義を有し、身分証明カードで

身分を証明する基本情報を明

かすことは、身分を見分ける

基礎である。国は法定要件の

下で、法に従って身分証明カ

ードを交付しなければならな

い一方、身分証明カードによ

る身分の見分けの基礎が欠如

していれば、関係規定の要件

に欠けることとなり、身分証

明カードの交付はするべきで

はない。よって、法定要件を

具現するために指紋押捺を要

 求することは、適切な手段で

あるというべきである。な

お、身分証明カードを交付し

ないことは、手続要件を履行

しないための付随的効果であ

り、処罰ではないのである。

交付しないことによりもたら

される生活・権利の行使に不

便が生じるにしても、それは

国民が法定義務を果たさない

ことを選択した結果であり、

主務機関が国民の権利を侵害

したことにはならない。ま

た、指紋は「電脳処理個人資

料保護法」に規制されている

個人的情報の一つであり、そ

の取り扱いと使用に関して

は、各法律に規制されている

ため、比例原則に反するとは

いえない。（二）国民身分証

明カードは個人の身分を見分

ける重要な証明書類であり、

その交付につき、受領者と当

該カードで表される者の身分

とが一致していることを確認

する必要がある。指紋は不可

変性を有するため、身分を見

分ける機能を果たし、身分の

正確性を確保することができ
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るから、指紋押捺と身分証明

カードの交付とは合理的な関

連性を有する。 
 
    本院は両方の弁論趣旨を斟酌

し、以下の理由に基づき本件解釈

を行った。 
 
    「司法院大法官審理案件法」

第五条第一項第三号によれば、立

法委員がその職権を行使して法律

を適用する際に、当該法律が憲法

に反する疑いがあると認めた場

合、三分の一以上の現職立法委員

の連名で違憲審査を申し入れるこ

とができる。そこで、三分の一以

上の立法委員が法律を制定する権

限を行使する際に、多数決で審査

･採決され、しかも総統によって

公布･実施された法律が憲法違反

の疑いがあると認めた場合、また

は三分の一以上の立法委員が法律

を改正する権限を行使する際に、

当該法律が憲法違反の疑いがある

と認めたにもかかわらず、改正を

果たせなかった場合、司法院大法

官に法律が違憲であるかどうかの

解釈を申し入れれば、これは前記

「司法院大法官審理案件法」第五

 条第一項第三号の趣旨に符合する

というべきである。 
 
    本件係争の戸籍法第八条第

二、三項は民国八六年（ 1997
年）五月二一日に本法律が改正･

公布された際に新たに定められた

規定である。「行政院」は、当該

規定が国民の基本権利を侵害する

恐れがあると判断し、九一年

（2002 年）と九四年（2005 年）

に二回にわたり立法院に対して、

戸籍法第八条の修正案を提出し、

同条第二、三項の削除を求めた。

これに基づいて立法院第六回第一

会期の議程委員会が修正案を内政

と民族・財政両委員会の審議に付

することを大会に提案した。そこ

で、立法院第六回第一会期第九回

会議（二〇〇五年四月二二日）の

決議により、議程委員会の提案通

りに、内政と民族・財政両委員会

の審議に付することが可決され

た。ところが、第一〇回会議（同

年五月三日）で、戸籍法第八条の

修正案はすでに立法院第五回会期

中の委員会の審議で、与野党の立

法委員の一致した見解でそれを修

正しないと議決されており、また
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与野党協議にもコンセンサスが得

られていない現時点で、再び議論

を引き起こせば、ひたすら七月一

日から行われる全国民の身分証明

カードの切り替えに支障をもたら

しかねず、公金の浪費や治安への

危害を避けるべきなどの理由で、

立法院国民党党派が「立法院議事

規則」の規定に基づいて再議案を

提出した。この再議案は大会で

「改めて期日を決めてから処理す

る」と議決された。続いて第一四

回会議（同年五月三一日）で、国

民党党派による二回目の再議案に

対しても、「改めて期日を決めて

から処理する」と議決された。か

ような経緯を受けて、立法委員頼

清徳氏ら八五人は、戸籍法第八条

第二、三項が憲法に違反する疑義

があると考えて解釈を申し入れた

のである。戸籍法第八条第二、三

項の修正案は、立法院議程委員会

を通して立法院の院会に提出さ

れ、立法院の院会の決議によりそ

れを内政と民族・財政両委員会の

審議に付され、また二回の再議案

も「改めて期日を決めてから処理

する」と議決されたゆえ、本件の

申入れは、立法委員が法律の修正

 にその権限を行使する際に、立法

院の議決によって効力を有する現

行法が憲法に反する疑義があるに

もかかわらず、それを修正しえな

かったと認めるべきである。よっ

て、司法院大法官に対して法律が

違憲であるかどうかという本件の

申し入れは、前記「司法院大法官

審理案件法」第五条第一項第三号

の規定に符合し、これを受理すべ

きものである。 
 
    人間の尊厳を守り、自由な人

格の発展を尊重することは、自由

民主の憲政秩序の核心価値であ

る。プライバシーは憲法によって

明確に規定された権利ではない

が、人間の尊厳の尊重・個人の主

体性の維持・人格の完全な発展を

配慮し、私生活に対する他人の騒

擾からの回避および個人的情報の

自主管理を保障するためには、プ

ライバシーは不可欠な基本権利で

あり、憲法第二二条によって保障

される（本院釈字第５８５号解釈

参照）。このプライバシーには、

個人による個人的情報の自主管理

という情報プライバシー、個人に

よる個人的情報の公示・いかなる
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範囲で・いつ・どのように・だれ

に対して公示するのかを保障する

決定権、個人がその個人的情報の

被使用を知悉・制御する権利の保

障、記載された誤った情報の更正

を求める権利が含まれている。 
 
    プライバシーは人間の尊厳を

守り、人格の自由な発展を尊重す

るところから形成されてきたとは

いえ、それを制限することは、必

ずしも直ちに人間の尊厳を侵害す

るものではない。個人的情報のプ

ライバシーに対する憲法の保護も

また絶対的なものではなく、公の

利益のため、憲法第二三条に反し

ない程度で明確な法律の規定によ

り必要とされる個人的情報を強制

的に取得することができるのであ

る。その法律が憲法第二三條に符

合しているかどうかは、国が個人

的情報を収集・利用・公示するこ

とで得られる公の利益、およびそ

れにより情報プライバシーを有す

る個人にもたらされる侵害を総合

的に斟酌しなければならない。ま

た、個別の具体案件においては、

収集された個人的情報の性質が私

的で敏感な事項にかかわるもので

 あるかどうか、またはそうでなく

てもその他の情報と結び付けられ

れば容易く詳細な個人的情報にな

りはしないか、というさらなる吟

味が必要である。なお、個人の主

体性および完全な人格の発展を確

保し、国民の情報プライバシーを

保障するために、国は、正当な方

法で取得した個人的情報につい

て、目的に合うようにそれを正当

に利用し、情報の安全を守ること

を保障しなければならないから、

情報を収集する目的は、法律でこ

れを一層明確にすることが必要で

ある。かような制約があればこ

そ、個人的情報が収集される目

的、収集された情報がいかに利用

されるのかを国民に事前に知ら

せ、主務機関が法定目的に基づい

て情報を収集して国民の個人的情

報を正当に利用しているのを確認

することができるのである。 
 
    戸籍法第七条第一項前文によ

れば、戸籍登記が行われている地

域には国民身分証明カードと戸別

住民名簿を交付しなければならな

い。また戸籍法施行細則第二〇条

第三項前文は「国民は身分証明カ
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ードを常時携帯しなければならな

い」と定めている。これらの規定

によれば、国民身分証明カードの

交付は国民の身分を形成する効力

を有するのではなく、身分を証明

する有効な書類の一種に過ぎな

い。しかしながら、現行各法令の

下では、権利の行使または各種の

行政手続をする際に、身分証明カ

ードの提示またはその写本の添付

が求められることが多い。例え

ば、有権者が投票をする際に、身

分証明カードをもって選挙票を受

領しなければならない（「公職人

員選挙罷免法」第二一条、「総統

副総統選挙罷免法」第一四条等参

照）、国民投票の提案に関して、

提案者として身分証明カードの写

本を添付しなければならない

（「公民投票法施行細則」第一〇

条参照）、旅券の申請には身分証

明カードの原本と写本が必要とさ

れている（「護照条例施行細則」

第八条参照）、勤労者が「労工退

休金条例」（勤労者退職金条例）

に従い退職金の給付を申請する際

に、身分証明カードの写本を添付

しなければならない（同条例施行

細則第三七条参照）、各種の国家

 試験を受ける場合、身分証明カー

ドと受験票をもって入場しなけれ

ばならない（試験場規則第三条参

照）、営業小型乗合自動車の運転

者の営業登録を行う場合、身分証

明カードを提示しなければならな

い（「営業小客車駕駛人執業登記

管理辦法」第五条等参照）等、枚

挙にいとまがない。また、一般の

私人の活動にも、銀行で口座を開

設し、または就職する場合、よく

身分証明カードが身分を見分ける

書類とされている。これらをみる

と、国民身分証明カードは、国民

が個人や団体生活を営む際に、そ

の身分を見分ける重要な書類とな

っていることが分かる。それを交

付するか否かは国民の基本権利の

行使に直接的に影響を及ぼすので

ある。これに対して、戸籍法第八

条第二項は「前項に従い国民身分

証明カードの交付を申請する際

に、申請者に指紋を押捺してもら

いそれを記録･保存しなければな

らない。但し、一四歳未満の申請

者には直ちに指紋押捺をさせず、

申請者が満一四歳になったとき、

改めて指紋を押捺してもらいそれ

を記録･保存することとする」と
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定めており、さらに同条第三項に

よれば、「国民身分証明カードの

交付を申請する際に、前項の指紋

押捺をしない者には、身分証明カ

ードを交付しないとする」。この

ように、規定に従って指紋を押捺

しない者に身分証明カードを交付

しないことは、明らかに指紋の押

捺・記録・保存を強制的に身分証

明カードの交付要件としているの

である。 
 
    指紋は、それぞれの人間が異

なり、一生変化しない特質を有す

る個人の身体の生物的特徴である

ため、個人の身分と結び付けられ

たら、身分を見分ける確度の高い

機能を有する個人的情報の一つで

ある。また、指紋は触られた箇所

に痕跡が残される特質を有するた

め、データバンクに保存されてい

る指紋との対比で、個人のあらゆ

る情報ファイルを開ける要となる

のである。指紋は上述した特質を

有することから、国が身分の確認

を理由に個人の指紋を収集し、そ

れをファイル化して管理するの

は、指紋を個人を監視･制御しう

る重要な情報に押し上げることに

 なりかねない。そこで、国が強制

的方法で国民の指紋情報を大規模

的に収集しようとすれば、憲法第

二二、二三條の趣旨に沿って、そ

の情報の収集は、侵害を比較的少

ない程度に止めて、公の重大な利

益という目的の達成と密接にかか

わり、しかも法律で明確にそれを

定めなければならない。 
 
    そもそも戸籍法には、指紋押

捺の強制および指紋情報の記録・

保存に関する目的が明文に規定さ

れていないこと自体、国民の情報

プライバシーを保護する前記憲法

の趣旨に背いている。また、戸籍

法第八条を改正する際に、同条に

第二、三項を付け加える修正理由

と修正の過程で、国民全員の指紋

情報を強制的に収集し、データバ

ンクを設けて保存することが犯罪

防止にも資する云々と言われてい

るが、戒厳令の解除により、戸籍

管理業務と警察業務が分立される

ようになった（本院釈字第 575 号

解釈参照）ゆえ、犯罪防止は明ら

かに戸籍法の立法目的に含まれて

いないのである。まして、本件の

言詞弁論過程で、国民全員の指紋
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を収集する目的は犯罪防止にあら

ずという｢行政院｣の主張をみれ

ば、犯罪防止が係争法律の規定の

立法目的でないことは一層明らか

である。仮に「行政院」が本件言

詞弁論で主張するように、指紋押

捺を強制してそれを記録・保存す

る戸籍法第八条の目的は、新式の

国民身分証明カードの偽造防止機

能を強化し、身分証明カードの成

りすまし受領・盗用を防止し、認

知症徘徊者・行き倒れ・精神病患

者・氏名不明死亡者の身分確認に

資しうるというところがあるにし

ても、それ自体は確かに重大な公

の利益のためだという憲法の精神

に沿ってはいるが、全国民に指紋

押捺を強制した上、それを記録・

保存することを国民身分証明カー

ドの交付の条件とするのは、憲法

第二三条の比例原則の制限に符合

しているとは認めがたい。そもそ

も、「国民身分証明カードの偽造

防止の強化」や「国民身分証明カ

ードの盗用の防止」という目的に

ついて考えれば、国民の指紋を記

録・保存することによって、その

場で直ちに身分確認することによ

って偽造防止や盗用防止の機能を

 発揮しようとすれば、何らかの方

法で指紋を国民身分証明カードに

記録・保存した上、身分を確認す

るための機材や措置が普及して初

めて効を奏しうるのである。この

成果を収めるためには、多大なコ

ストを投入しなければならないの

みでなく、適切な保護策が欠如し

ていれば、情報漏れという高いリ

スクさえ起こりうるのである。と

ころが、｢行政院｣の主張をみる

と、新式の国民身分証明カードに

は指紋を記録・保存する欄がな

く、また常に即時に身分確認ので

きる指紋情報のデータバンクを提

供する計画もない。これに対し

て、主務機関の配慮で新式の国民

身分証明カードにはすでにいくつ

かの偽造防止の対策が講じられて

おり、これらの予防手段で期され

ている効果が発揮できて、また写

真等確認できる情報との照合を合

わせれば、前記の目的は十分達成

できるはずであるから、全国民に

指紋押捺を強制し、それを記録・

保存する必要性は見当たらないと

いうべきである。次に、「国民身

分証明カードの成りすまし受領の

防止」という目的についていう
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と、主務機関は成りすまし受領に

関する確実な統計資料を提出して

いないため、指紋押捺によって成

りすまし受領を防止しうるところ

から得られる潜在的公の利益の大

きさと実際の効果を把握すること

が難しい。このたびの国民身分証

明カードの切り替えに際して、戸

籍管理機関は、国民の指紋以外の

その他の戸籍情報との照合やその

他の信頼できる証明手段を通じ

て、受領者の身分を確認するはず

である。とすれば、現存する指紋

以外の資料で国民の身分を正確に

確認できる以上、指紋の収集と

「国民身分証明カードの成りすま

し受領の防止」という目的との間

に、密接な関連性があるとはいえ

ないと考えるべきである。最後

に、「認知症徘徊者・行き倒れ・

精神病患者・氏名不明死亡者の身

分確認」という目的については、

｢行政院｣の資料によると、目下社

会福祉機構に収容されている認知

症徘徊者が２７９６名で、毎年の

氏名不明死亡者が約２００名とな

っている。かかる身分を確認する

必要のある特殊なケースの数は必

ずしも多いとはいえないが、その

 身分を確認するのが重要な公の利

益であることに変わりはない。し

かしながら、すでに身分が不明ま

たは身分の確認が困難な者にとっ

て、この度の国民身分証明カード

の切り替えに際して、その指紋押

捺を強制し、それを記録・保存す

ることは、彼らの身分の確認にな

んら役立ない。むしろその目的は

これから身分確認の必要なケース

が起きる場合に有用であると考え

るべきである。確かにこれからの

ニーズに合わせて、指紋のデータ

は上述の目的の達成に役立つが、

行き倒れ・知能障害者・氏名不明

死亡者の身分を確認するニーズが

あるからといって、満一四歳の全

国民に指紋の押捺・記録・保存を

強制し、しかも不明確な授権内容

および情報漏れにより引き起こさ

れうるリスクを負担させるのは、

損得の均衡性が明らかに保たれえ

ないのみでなく、行き過ぎた手段

でもあり、と同時に、比例原則に

反し、憲法第二二条に保障されて

いる国民の情報プライバシーを侵

害している。 
 
    以上の説明から分かるように
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、実質的には国民の指紋の押捺・

記録・保存を国民身分証明カード

の交付条件と強制する戸籍法第八

条第二、三項は、憲法に保障され

る国民の情報プライバシーを侵害

している。そして、新式国民身分

証明カードの偽造防止機能の強

化、成りすまし受領・盗用の防

止、認知症徘徊者・行き倒れ・精

神病患者・氏名不明死亡者の身分

確認等の目的から考えても、係争

規定が比例原則に符合していると

は認めがたく、憲法第二二、二三

条の趣旨にも反するのである。よ

って、本解釈が公布される日か

ら、係争規定は適用されるべきで

はない。また、戸籍法のその他の

規定に基づく国民身分証明カード

の切り替え作業が、予定通り行わ

れ続けられることはいうまでもな

い。 
 
    およそ重大な公の利益のた

め、国が国民の指紋を大規模的に

収集・記録・保存した上、それを

データベースに組み込む必要のあ

る場合、その収集目的を法律で明

確に定め、その収集範囲と方法が

重大な公の利益の達成に密接な必

 要性と関連性があり、また明文で

法定目的以外の使用を禁止しなけ

ればならない。また、国民の情報

プライバシーを保障する憲法の趣

旨に即して、主務機関は、現代の

科学技術を取り入れて情報の正確

さと安全性を確保しうる方法でそ

れを行い、と同時に、組織的・手

続的にも収集された指紋情報に対

して必要な保護措置を講じなけれ

ばならない。 
 
    なお、諸国の立法例や国民の

世論調査の結果は、憲法の解釈に

際して参考となる資料ではある

が、憲法の趣旨を判断するための

根拠にできるほどのものではな

い。そもそも全面的に国民の指紋

情報を収集し、デジタルファイル

を設置することが世界各国の立法

趨勢であるかどうかは、未だに定

論がない。そして、わが国の戸籍

制度と比較しながら、諸外国にお

ける国民の指紋収集の理由・方法

を詳しく論じることもせず、外国

の立法例を直ちに受け入れるのは

早計である。そして、世論調査に

ついては、それが特定の問題に対

する国民の認識や選好の指標に過
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ぎない一方、調査に対する信頼度

も調査の内容・方法、調査機関、

調査目的等の要素に左右される。

そこで、本件の行政機関は、多数

の国民が指紋押捺を国民身分証明

カードの交付条件とすることに賛

成していると主張するが、それに

かかわる調査資料を提出していな

いため、調査結果のみを本解釈の

参考にすることができない。併せ

て以上のごとく説示する。 
 

本解釈は、城仲模大法官、廖

義男大法官、許玉秀大法官、林子

儀大法官、許宗力大法官・曾有田

大法官によるそれぞれの補充意見

書、余雪明大法官による部分補充

・部分反対意見書、楊仁寿大法

官、謝在全大法官によるそれぞれ

の反対意見書がある。 

  

 


